
新型コロナウイルス感染症

※1 新型コロナウイルス感染症の罹患により、入院された場合、「疾病による入院」として、治療共済金のお支払いの
対象となります。（※ご契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。）また、医療機関等の事
情により、宿泊施設や自宅等での療養を余儀なくされた場合も、所定の証明書をご提出いただくことで治療共済金
のお支払い対象としてお取扱いします。（新型コロナウイルス感染症が厚生労働省の定める宿泊療養等の取扱いの
対象外となった場合には、この取扱いを終了することがあります。）

※2 医療共済における治療共済金（一時金）15万円を選択された場合
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